
私立学校生徒学費軽減事業補助金交付要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、私立高等学校等、私立中学校（中等教育学校前期課程を含む。以下同

じ。）及び私立小学校（以下「私立学校」という。）の生徒の入学金及び授業料（以下「学

費」という。）の保護者等の負担軽減を図るため、神奈川県内に設置されている私宣学校

の設樅者（以下「設樅者」という。）が行う学費軽減事業に対し、予算の範囲内において

補助金を交付することについて、補助金の交付等に関する規則（昭和 45年神奈川県規則

第 41号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

(1) 私立高等学校等

次に掲げる学校のうち私立の学校をいう。

ア 高等学校（専攻科及び別科を除く。）

イ 中等教育学校の後期課程（専攻科及び別科を除く。）

ウ 専修学校の高等課程

(2) 生徒

次のいずれかに掲げる者をいう。

ア 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 18条に規定する学齢児章又は学齢生徒

イ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成 22年法律第 18号）第 3条第 1項

に規定する高等学校等就学支援金の受給資格を有する者

ウ 神奈川県私立高等学校等修学支援事業（学び直しへの支援）補助金（以下「学び直

し支援金」という。）交付要綱第 3条各号に掲げる要件を満たす者

(3) 保護者等

次のいずれかに掲げる者をいう。

ア 学校教育法第 16条に規定する保護者（法人である末成年後見人及び児童福祉法

（昭和 22年法律第 164号）第 33条の 2第 1項、第 33条の 8第2項又は第 47条第 2

項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定めるものを除く。）

イ アに掲げる者がいない場合、生徒（当該生徒が主として他の者の収入により生計を

維持している場合は、当該他の者）

(4) 家族数

保護者等並びにその者の所得税法（昭和 40年法律第 33号）上の控除対象配偶者及び

扶養親族の合計数をいう。

(5) 所得金額

次に掲げるいずれかの金額をいう。

ア 保護者等が給与所得のみで生計を維持している場合は、給与等の収入金額から給与

所得控除額を控除した後の金額

イ 保護者等が給与所得以外の所得で生計を維持している場合は、総収入金額から所得

税法により算出した必要経費及び事業専従者控除額を差し引いた後の金額

ウ 保護者等がア及びイの所得を有する場合は、それぞれの金額の合計額

(6) 生活保護世帯等

保護者等が生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 6条第 1項に規定する被保護者

である世帯（以下「生活保護世帯」という。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第 14条第 1項に規定する支援給付受給者で

ある世帯をいう。

(7) 道府県民税所得割非課税及び市町村民税所得割非課税世帯
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保護者等が地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 23条第 1項第 2号及び第 292条第

1項第 2号に規定する道府県民税（同法の規定による都民税を含む。）所得割及び市町

村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）所得割が非課税である世帯をいう。

(8) 生活保護相当世帯

保護者等の所得金額が、生活保護世帯に相当する世帯として知事が別に定める基準額

の範囲内である世帯（次条ただし壽第 1号に該当するものに限る。）をいう。

(9)道府県民税所得割非課税及び市町村民税所得割非課税相当世帯

保護者等の所得金額が、地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 23条第 1項第 2号及

び第 292条第 1項第 2号に規定する追府県民税（同法の規定による都民税を含む。）所

得割及び市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）所得割が非課税である世

帯に相当する世帯として知事が別に定める基準額の範囲内である世帯（次条ただし書第

1号に該当するものに限る。）をいう。

(lo) 多子世帯

15歳以上 23歳未満の扶養している子ども（同条第 2号アに規定する学齢生徒を除く）

が3人以上いる世帯をいう。

(11) 算定某準額

高等学校就学支援金の支給に関する法律施行令第 1条第 2項に規定する算定基準額

（補助対象事業等）

第3条 県は、設置者が私立高等学校等にあっては別表第 1-1、私吃中学校及び私立小学

校にあっては別表第 1-2に掲げる補助対象事業について各表に掲げる学費軽減対象者の

要件をみたす者に対し、私立高等学校等にあっては別表第 2-1、私立中学校及び私立小

学校にあっては別表第 2-2に掲げる生徒 1人当たりの補助金算出単価と同額以上の学費

の軽減を行う場合に、同表に掲げる生徒 1人当たりの補助金算出単価を上限として、設置

者に補助するものとする。

なお、生徒一人当たりの補助金算出単価に10円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てる。

ただし、次のいずれかの事由が発生した場合には、当該各号の定めによることができる

ものとする。

(1) ア 保護者等（前条第 3号アに該当する場合は、主にその者の所得により生計を維持

する者）が、会社都合による退職（定年、任期満了を除く。）、被災、倒産（破産によ

らない廃業は除く。）、障害認定、 3か月を超える長期療養、死亡、離婚（別居は除

く。）、その他これらに相当する事由（死亡、離婚その他これらに相当する事由につい

ては私立中学校及び私立小学校のみ）により本年中の所得金額が著しく減少し、授業料

の納付が困難である場合

その事由が生じた月の属する年の所得金額が知事が別に定める基準額の範囲内である

場合、その年の 4月から学費軽減の対象にすることができる。また、 4月から 12月ま

でに当該事由が発生した場合で、その月の属する年の翌年中の所褐金額が引き続き知事

が別に定める基準額の範囲内である場合、翌年度の当初から学費軽減の対象にすること

ができる。ただし、同じ事由で 2回申請することはできない。

イ 1号のアの規定に掲げた事由により、保護者等の所得金額が著しく減少し、授業

料の納付が困難となった場合で、その後も継続的に低所得により授業料の納付が困難で

ある場合（ただし、当該生徒が私立中学校及び私立小学校に在籍する場合に限る）

1号のアにより学費軽減の対象となった年度の翌年度以降においても、所得金額等が

知事が別に定める基準額の範囲内である場合、当該生徒の在籍する課程が修了するまで

の間、継続して学費軽減の対象とすることができる。
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(2) 生徒が転入、退学等をした場合

転入者にあっては転入した月の翌月（ただし、月の初日に転入した場合は、転入した

その月）から、退学者にあっては退学したその月まで、学費軽減の対象にすることがで

きる。この場合、生徒 1人当たりの補助金算出単価は、入学金軽減事業にあっては当該

単価の金額、授業料軽減事業にあっては当該単価を 12で除した額を 1月の額として算

出するものとする。

（設置者における審査書類等）

第4条 設置者は、保護者等が提出する学費軽減申請書（第 1号様式）及び次項に掲げる書

類又は知事より提供された保護者等の算定基準額により審査し、学費怪減対象者を決定す

るものとする。

2 前項の学費軽減申請書（第 1号様式）には、次の各号に定める書類を添付させなければ

ならない。

(1)別表第 4に掲げるいずれかの書類。ただし、高等学校等就学支援金の申請において添

付している場合は、不要とする。

(2) 前条ただし書第 1号に該当する場合は、別表第 3に定める壽類

3 設置者は、保護者等に対して、学費軽減決定通知書（第 2号様式）又は軽減額がわかる

その他の書類により軽減決定を通知し、軽減措置を講ずるとともに、軽減措置完了後、当

該保護者等から学費軽減証書（第 3号様式）を受領又は保護者等が軽減措置を受けたこと

がわかるその他の書類を保管しなければならない。

（申請書の提出期限）

第 5条 規則第 3条第 1項の規定により私立学校生徒学費軽減事業補助金交付申請書（第

4号様式）の提出期限は、知事が別に定める日とする。

（交付の条件）

第6条 規則第 5条の規定による条件は次のとおりとする。

(1)補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、速やかに知事

の承認を受けなければならない。

(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、速やかに知事の承認を受けなけ

ればならない。

(3)補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補

助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報告しその指示を受けなければ

ならない。

(4)設置者は、この学費軽減制度の内容を学校の募集要項等に記載し、保護者等に広く周

知徹底されるよう努めなければならない。

（変更の承認）

第 7条 前条第 1号及び第 2号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、私立

学校生徒学費軽減事業変更（中止・廃止）承認申請書（第 5号様式）に変更の内容及び理

由又は中止若しくは廃止の理由を記載した害類を添付して知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前条第 1号の規定に基づく私立学校生徒学費軽減事業変更承認申

請書の提出は、知事が別に定める期間内に行うものとする。

（申請の取り下げのできる期間）

第8条 規則第 7条第 1項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交付の決定の通知

を受理した日から 10日以内とする。

（実績報告）

第9条 規則第 12条の規定による実績報告は、私立学校生徒学費軽減事業実績報告書（第

6号様式）により県の会計年度終了後 10H以内に行わなければならない。
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（書類の盤備等）

第10条 補助金の交付を受けた設置者は、学費軽減事業に係る経理についての帳簿及び証拠

書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する県の会計年度の

翌年度から10年間（第 3条ただし書第 1号に該当する場合（私立高等学校等のうち、私吃

専修学校高等課程にかかるものを除く。）は 5年間）保存しなければならない。

（書類の提出部数）

第11条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は 1部とする。

（届出事項）

第12条 補助金の交付を受けた設置者は、住所、設置者名、理事長名、学校所在地又は学校

名を変更したときは、速やかに文書をもってその旨を知事に届けなければならない。

附則

1 この要綱は、平成4年 4月 1日から施行する。

2 改正前の私立高等学校生徒の学費軽減事業補助金交付要綱及び私立専修学校高等課程生

徒の学費軽減事業補助金交付要綱は、廃止する。

3 前項の規定にかかわらず、平成 3年度に交付決定した補助金については、なお従前の例

による。

附則

この要綱は、平成 8年 4月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 11年 4月 1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、平成 11年 3月 31日以前に在学している生徒は、平成 13年

3月 31日までの期間、別表第 1及び別表第 2については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、平成 12年 4月 1日から施行する。

2 この要綱を適用する私立中学校並びに私吃小学校の生徒とは、平成 12年 4月 1日

から平成 15年 3月 31日までの間に学校に在学している生徒をいう。

附則

この要綱は、平成 13年 4月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 14年 4月 1日から施行する。

2 この要綱を適用する私宣中学校並びに私立小学校の生徒とは、平成 14年 4月 1日から

平成 17年 3月 31日までの間に学校に在学している生徒をいう。

3 この要綱中における生活保護相当世帯及び住民税非課税相当世帯に係る部分のこの要綱

の適用は、平成 14年 4月 1日から平成 17年 3月 31日までとする。

附則

この要綱は、平成 16年 4月 1Hから施行する。

附則

1 この要綱は、平成 17年 4月 1日から施行する。

2 この要綱を適用する私立中学校並びに私立小学校の生徒とは、平成 17年 4月 1日から

平成 18年 3月 31日までの間に学校に在学している生徒をいう。

3 この要綱中における生活保護相当世帯及び住民税非課税相当世帯に係る部分のこの要綱

の適用は、平成 17年 4月 1日から平成 18年 3月 31日までとする。

附則

この要網は、平成 18年 4月 1Hから施行する。

附則
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この要綱は、平成 19年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 20年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 21年 4月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 21年 10月 14日から施行する。

2 改正後の別表第 2-1の適用は、平成 21年 4月 1日から平成 24年 3月 31日までとす

る。

附則

この要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 23年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 24年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 25年 4月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 26年 4月 1日から施行する。

2 この要綱の施行日前から引き続き私立高等学校又は私立専修学校高等課程に在学する者

に対しこの要綱の施行日以降に設置者が行う学費の軽減のうち、別表第 2-1において所

得区分 I及び所得区分I1に該当する生徒一人当たりの授業料補助金算出単価については

182,400円（年額）、所得区分1I1に該当する生徒一人当たりの授業料補助金算出単価につい

ては121,800円（年額）、所得区分Wに該当する生徒一人当たりの授業料補助金算出単価に

ついては121,200円（年額）とする。

附則

1 この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する。

2 平成26年 4月 1日前から引き続き私立高等学校又は私立専修学校高等課程に在学する者

に対しこの要綱の施行日以降に設置者が行う学費の軽減のうち、別表第 2-1において家

計急変 lに該当する生徒一人当たりの授業料補助金算出単価については118,800円（年額）、

家計急変IIに該当する生徒一人当たりの授業料補助金算出単価については59,400円（年額）

とする。

3 平成27年 4月 1日前から引き続き私立高等学校又は私立専修学校高等課程に在学する者

については、家計急変1I1は適用しない。

附則

この要綱は、平成27年 4月21Hから施行する。

附則

この要網は、平成27年11月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年 1月27日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 28年 4月 1Hから施行する。

2 平成 27年 4月 1日施行の附則第 2項及び第 3項は平成 28年 3月 31日限り、その効力

を失う。

附則

この要綱は、平成 28年 5月 16日から施行する。
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附則

この要綱は、平成 29年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 30年4月 1日から施行する。

附則

1 この要網は、平成 31年4月 1Hから施行する。

（経過措置）

2 改正後の第 2条第 2号イ及びウの規定については、平成 31年4月 1日以降に私立高等

学校等に入学（転入学、編入学を含む。）する生徒に適用し、同年 3月 31日に在学する

生徒については、なお従前の例による。

附則

この要網は、令和 2年4月 1Hから施行する。

附則

この要綱は、令和 3年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、令和 4年4月 1日から施行する。
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別表第 1-1 （第 3条閃係）

補助 学費軽減対象者の要件
対象

事業 生徒及び保護者等 所得金額等

1生活保護世帯である場合

次に掲げるいずれの要件も満た 胃 2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

す者を対象とする。 及び永住帰国後の自立の支援に関する
区

法律第 14条第1項に規定する支援給付分

1 第 2条第 2号イ及びウに該当 I 受給者である場合

する生徒が神奈川県内に設置の

私立高等学校等に在学するこ 道府県民税所得割非課税及び市町村民

と。

胃
税所得割非課税世帯である場合

ただし、第3条ただし書第1号 区

に該当する場合は、神奈川県内に 分

設置の学校法人立の私立高等学 ＂ 
校等に在学すること。

保護者等の算定基準額が、知事が別に
2 第 2条第 2号イ及びウに該当

胃
定める基準額の範囲内である場合

する生徒及び保護者等が神奈川

県内に住所を有すること。 区
分

授 III 
ただし、第 2条第 3号イに該 s 

業 当する生徒にあっては、住所に
VII 

料 かかわらず神奈川県内に勤務す

るものも対象とする。 第3条ただし書第1号に該当し、次に掲

げるいずれかの要件を満たすものを対象と

する。

［家計急変 IJ 

家
1生活保護相当世帯である場合計

急 2 道府県民税所得割非課税及び市町
変 村民税所得割非課税相当世帯である
I 場合
及
び
II ［家計急変II]

3 保護者等の所得金額が、知事が別に

定める基準額の範囲内である場合

入
巫子 授業料軽減の対象者であること。
金

7
 



別表第 1-2（第 3条関係）

補助 学費軽減対象者の要件
対象

事業 生徒及び保護者等 所得金額等

次に掲げるいずれの要件も滴た 生活保護相当世帯である場合

す者を対象とする。 家
計
争Je、

1 第 2条第 2号アに該当する生 亦冬

徒が神奈川県内に設置の学校
I 

法人立の私立中学校又は私立

小学校に在学すること。

2 第 2条第 2号アに該当する生
適府県民税所得割非課税及び

市町村民税所得割非課税相当世
徒及び保護者等が神奈川県内 家

に住所を有すること。
計 帯である場合
与、e、
亦冬

授
3 第3条ただし書第1号に該当す ＂ 

業 ること。

料

4 家計急変Wについては、第3

条ただし吾第1号イに該当する
家

保護者等の所得金額が、知事

場合をいう。 計 が別に定める基準額の範囲内で
争Je、

ある場合亦冬

III 

家
保護者等の所得金額及び資産

計 額が、知事が別に定める基準額
争Je、

の範囲内である場合亦冬

w 

入
邑子 補助対象としない。
金

8
 



別表第 2-1 （第 3条関係）

生徒一人当たりの補助金算出単価

所得区分 I
60,000円

（年額）

所得区分11
60,000円

（年額）

所得区分III
60,000円

（年額）

所得区分w
337,200円

授
（年額）

所得区分v 多子世帯以外
74,400円

業
（年額）

所得区分v 多子世帯
337,200円

料
（年額）

所得区分VI 多子世帯
337,200円

（年額）

所得区分VII 多子世帯
74,400円

（年額）

家計急変 I
396,000円

（年額）

家計急変II
396,000円

（年額）

入 所得区分 I及び11亜びに家計急変 I 210,000円

巫子

金 所得区分III、W及びV並びに家計急変II 100,000円

※ 私立高等学校等の通信制の課程に通う生徒並びに学び直し支援金を受給している生

徒の生徒一人当たりの授業料補助金算出単価は所得区分 l~IIIについては 159,000円、

家計急変 I及び11については 297,000円とする。

※ 所得区分 I~VIIの授業料補助金算出単価については、設置者が定める授業料又

456,000円のいずれか低い額から、高等学校等就学支援金受給額又は学び直し支援金受

給額を控除した後の金額が、生徒一人当たりの授業料補助金算出単価を下回る場合に

は、控除した後の金額をもって授業料補助金算出単価の上限額とする。

※ 単位当たりの授業料を定める私立高等学校等に通う生徒が、第 3条ただし書第 2号

によらず当初設定する履修期間を短く設定したことにより、当該学校に在師する期間

が 12か月ではない場合、授業料補助金算出単価又は設置者が定める授業料に当該生徒

が履修する単位数を乗じて算出される授業料から高等学校等就学支援金受給額又は学

び直し支援金受給額を控除した後の金額のいずれか低い額をもって授業料補助金算出

単価の上限額とする。

※ 家計急変 I及び11の授業料補助金算出単価については、生徒一人当たりの授業料補

助金算出単価から、高等学校等就学支援金受給額又は学び直し支援金受給額を控除し

た後の金額を上限額とし、設置者が定める授業料を超えない範囲で支給する。

，
 



※ 所得区分1II、W及びV並びに家計急変11の入学金補助金算出単価については、設置

者が定める入学金から県立高等学校における入学金を控除した後の金額が、生徒一人

当たりの人学金補助金算出単価を下回る場合には、控除した後の金額をもって入学金

補助金算出単価の上限額とする。

別表第 2-2 （第 3条関係）

生徒一人当たりの補助金算出単価

家計急変 I
168,000円

授 （年額）

業 家計急変II
149,000円

（年額）
料

90,000円
家計急変III

（年額）

第 3条ただし書第

1号アにより学費

家計急変IV 軽減の対象となっ

た年度の補助対象

額による

別表第 3 （第 3条ただし書第 1号、第4条第 2項第 2号関係）

(1) 私立高等学校等

区分 所得金額の算出

保護者等の本年中の所得金 本年中の所得金額

額が退職等により著しく減少

した場合

(2) 私立中学校及び私立小学校

区分 所得金額の算出

保護者等が死亡、離婚等に 新たに保護者等となる

より変更した場合 者の本年中の所得金額

10 

必要書類

ア 保護者等の退職等を証

明する書類

イ 本年中の所得金額を証

明する書類

ウ 前年中の所得金額を証

明する暑類

工 家族数を確認できる書

類

必要書類

ア 保護者等の死亡、離婚

等を証明する書類

イ 新たな保護者等の本年

中の所得金額を証明する

書類

ウ 変更前の保護者等の前

年中の所得金額を証明す

る書類

工 家族数を確認できる書

類



保護者等の本年中の所得金 本年中の所得金額 ア 保護者等の退職等を証

額が退職等により著しく減少 明する書類

した場合 イ 本年中の所得金額を証

明する書類

ウ 前年中の所得金額を証

明する書類

工 家族数を確認できる書

類

ア 保護者等の退職等を証

第 3条ただし書第 1号イに 本年中の所得金額 明する書類

該当する場合 申請時点の保護者等の資 イ 本年中の所得金額を証

産額（資産額は自己申告 明する書類

とする） ウ 家族数を確認できる書

類

別表第4 （第4条第 2項第 1号関係）

事 由 書類名

個人番号カード（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用に関する法律

(1) 個人番号を利用する場合 （平成 25年法律第 27号）第 2条第 7項に規定

する個人番号カード）の写し

個人番号が記載された住民票

(2) 保護者等が道府県民税及び市町 課税証明書

村民税の全額を特別徴収の方法に

より納付する者である場合

(3) 保護者等が道府県民税及び市町 市区町村長が発行する補助金交付年度の市町

村民税の全額を普通徴収の方法に 村民税及び県民税納税通知書（写し）

より納付する者である場合 又は課税証明書

(4) 生活保護世帯の生徒である場合 福祉事務所の長が発行する生活保護受給証明

薔

(5) 中国残留邦人等にかかる支援給 実施機関の長が発行する支援給付受給証明書

付受給者の世帯

※ (1)に掲げる書類については、第 1号様式別紙 1に貼付の上、添付する。通知カード

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律第 7条第 1項に

規定する通知カード）の写しを使用することは、原則として不可とする。ただし、通知カ

ードの記載事項（氏名、住所、生年月日、性別、個人番号）に変更すべき事由が生じてお

らず、記載事項に変更がない場合、または、デジタル手続法の改正日（令和 2年 5月 25

11 



日）以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、通知カードの写しを (1)に

掲げる害類の代用として使用することができる。

※ (2)及び(3)に掲げる書類を添付する場合、当該書類に「課税所得額（課税標準額）」、

「調整控除の額（市町村民税相当分）」の記載がない場合、これらの事項がわかる書類を

併せて添付する。
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第 1号様式の 1

学校設置者理事長（代表者）様
年月日

学費 軽減申請書
（学費補助金申請用）

学費軽減について、「個人番号」又は「所得を証明する
生徒 ID（学校記入） 整理番号（学校記入）

書 類 」 等 を添えて申請します。

尚等学校 課程 学科・分野
中等教育学校（後期課程）

学校名 専修学校高等課程
全日制通信制

中学校 小学校 学年 クラス

中等教育学校（前期課程） 年

日ー ロ【保護者等の収入の状況について】
収入の状況について書類を添付する保護者等の氏名、生徒との続柄及び住所を記載してください。

氏名 生徒との続柄 氏名 生徒との続柄
---------------------------------------------------------------------------------

住所 住所

保護者等

申請する年の 1月 1日現在の市区町村までの住所 申請する年の 1月 1日現在の市区町村までの住所

都道 市区 都道 市区

府県 町村 府県 町村

添付蓄類について、該当するものを選択してください

次の保護者等の個人番号カードの写し等又は課税柾明書等を添付します。

保護者（両親） 2名分

（生徒が未成年 (18歳未満）であり、親権者（両親）が 2人存在する場合）

保護者1名分

（離婚、死別により親権者が 1人または親権者が存在するものの、家庭の事情によりやむを得ず、もう一方の親権者の書類

を添付できない場合）

未成年後見人＿名分

（親権者が存在せず、未成年後見人が選任されている場合）

生徒の生計をその収入により維持している者（主たる生計維持者） （両親等） 2名分

（生徒が在学中に成人した場合で、成人する直前の未成年の時点から申請の時点まで生計を維持する者に変更がない場合）

生徒の生計をその収入により維持している者（主たる生計維持者） 1名分

（生徒が未成年だが、親権者又は未成年後見人が存在しない場合。入学時点で生徒が成人であったが、主たる生計維持者が

存在する場合。生徒が成人であり、未成年の時点で親権者が 1人だった場合。生徒が成人であり、未成年の時点で親権者又

は未成年後見人が存在しなかった場合。 等）

！i 生徒本人
（親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合）

※ 個人番号カードの写し等を添付する場合は、第 1号様式別紙 1に貼付の上、必要事項を記載の上、提出します。ただし高等学校等

就学支援金申請時に同書類を添付している場合、または高等学校等就学支援金オンライン申請システム (E-shien) に個人番号を入力

している場合は、該当箇所の選択のみ行い、書類は添付しません。なお、高等学校等就学支援金申請時に提出している個人番号につ

いて、本補助金の審査に利用することを同意します。

※ 転編入学等により、入学金納付の義務がある且つ過去に神奈川県生徒学費補助金において入学金補助を受給したことがない場合

は、第 1号様式別紙2を記載の上、併せて提出します。（新 1年生の申請においては記載しません。）

学校受付H（学校記入） 年月 H
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第 1号様式の 2

学校設置者理事長（代表者）様
年月 日

学費 軽減申請書
（緊急支援補助金申請用）

学費軽減について、「所得を証明する書類」等を添えて
1 生徒 ID（学校記入） I整理番号（学校記入）

申請します。

学校名

野分・

ス

科

ラ

学

ク

ロ
即

刷”” 

後
程
校
園

（
課
学

諏
疇
贔

校

育

校

育

学
教
学
校
教

等
等
修
学
等

高
中
専
中
中

ふりがな
| ------ト----------

申請者氏名
（保護者等）

ふりがな--------------

生徒氏名

生徒住所
電話

番号

|【保護ご収入i：につい；！ I生徒との続柄I住所 氏名 j一生徒との続柄―|

学校受付日（学校記入） 年月 日
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第 2号様式

学費軽減決定通知書（保護者用）

学校名 学科名 学年 クラス 生徒名 保護者名

学費軽減額内訳

学費軽減
学費区分 学則に定める額

軽減額 期 間

円 円

入学金 年度分

年 月分から
授業料

年 月分まで

上記のとおり学費の一部を軽減します。

年 月 日

学校法人（名）

理事長（氏名）

（設置者）

15 



第 3号様式

学費軽減決定通知書（学校用）

学校名 学科名 学年 1 クラス 生徒名 保護者名

学費軽減額内訳

学費軽減
学費区分 学則に定める額

軽減額 期 間

円 円

入学金 年度分

年 月分から
授業料

年 月分まで

上記のとおり学費の一部を軽減します。

年 月 日

学校法人（名）

理事長（氏名）

（設置者）

学費 軽減証書

上記学費軽減決定通知苔のとおり学費の一部が軽減されたことを証します。

年 月 日

保護者住 所

氏名

16 



第4号様式

私立学校生徒学費軽減事業補助金交付申請書

年月日

神 奈川県知事殿

学校法人住所

（設置者住所）

学校法人名

理事長名

（設置者名）

学校所在地

学校名

郵便番号及び

電話番号

年度私立学校生徒学費軽減事業について補助金を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。

1 補助事業の目的及び内容

2 交付申請額

ただし、入学金

授業料

分

分

円

人

人
円

円

3 添付書類

17 



第 5号様式

私立学校生徒学費軽減事業変更（中止・廃止）承認申請書

年月日

神奈 川 県 知 事 殿

学校法人住所

（設置者住所）

学校法人名

理事長名

（設置者名）

学 校 所 在 地

学校名

郵便番号及び

電話番号

年 月 日付けで交付決定を受けた私立学校生徒学費補助金に係る事

業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、承認を受けたく関係薔類を添えて

申請します。

1 変更（中止・廃止）の内容及び理由

2 変更交付申請額

ただし、入学金

授業料

3 既交付決定額

4 増減額

円

人分

人分

円

円

円

円

5 添付書類
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第 6号様式

私立学校生徒学費軽減事業実績報告書

神奈川県知事殿

学校法人住所

（設置者住所）

学校法人名

理事長名

（設置者名）

学校所在地

学校名

郵便番号及び

電話番号

年月日

年 月 日付けで交付決定を受けた私立学校生徒学費軽減事業補

助金の実績を関係書類を添えて次のとおり報告します。

金 円也

（内訳）

入学金 授 業 料 ノ 計ロ

交付決定額
人分 人分

円 円 円

実績額
人分 人分

円 円 円

差引額

円 円 円

添付書類
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第1号様式別紙 1

個人番号カード（写）等貼付台紙 三

私立学校生徒学費補助金申請のため、保護者等の個人番号を＿名分提出します。

個人番号カードの写し又は通知カードの写しを貼り付けた上で、太枠の箇所（個人番号提出人数、個

人番号、氏名、生年月日）を手書きで記載してください。

名称
学
校

生
徒

種類・課程・学科等

整理番号

ふりがな

氏名

学年・クラス・出席番号等

個人番号

| I I I -| I I I I -I I I I 

保
護
者
等

氏名
保護者等の

個人番号カード（裏而） ！呈L2貼付欄

通知カードは原則として使用できません。>

生年月 H

昭和

平成
＿年＿月＿日

個人番号が記載されている面を上にして、

貼り付けてください。

個人番号

-..... -

保
護
者
等

氏名
保護者等の

個人番号カード（裏面）竺iし貼付欄

<通知カードは原則として使用できません。>

生年月日

昭和

平成
年月日

個人番号が記載されている面を上にして、

貼り付けてください。

注） ①個人番号カードの写しが提出できない場合は、個人番号が記載された住民栗の写し又は住民票記載事項証明書笠を本台紙と併せて提出

願います。

②通知カードの記載事項（氏名、住所、生年月日、性別、個人番号）を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、

または、デジタル手続法の施行日（令和 2年5月25日）以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの

写しの代わりに通知カードの写しを添付することができます。

20 



第 1号様式別紙2

年月日

学校設置者理事長（代表者）殿

申 告 書

1 私立学校生徒学費軽減事業補助金において、入学金補助を受給したこと

がありません。

2 年 月 日貴校に入学するにあたり、入学金を納付しました。

3 貴校に入学する前の高等学校等の在学期間は以下の通りです。

学校名 在籍期間 学校の種類・課程・学科

年月 日

～ 
上， 

年月 日

年月 日

～ 
△， L 

年月 日

4 この申告書の記載内容は、事実に相違ありません。また、この申請書に

虚偽の記載があった場合には、学校設置者の求めに従いその全額を即時返

還します。

申請者氏名

生徒氏名

21 



第1号様式別紙3

学校設置者理事長（代表者）殿

健康保険証貼付台紙
生徒本人のほか、 15歳以上 23歳未満の扶養している子ども（中学生を除く） 2名分、合計3名分の健康保

険証を提出します。また健康保険証を提出した子どもについては、保護者等が扶養しています。

生徒 ID（学校記入） 整理番号（学校記入）
保険証の写しを貼り付けた上で、左控の箇所を手書きで記載してください。

高等学校 課程 学科・分野
中等教育学校（後期課程）

全13制通信制
学校名 専修学校高等課程

学年 クラス中学校 小学校
中等教育学校（前期課程） 年

氏名 生徒との続柄 氏名 生徒との続柄
-----------------------------------------------------------------------------------

保護者等

氏名

生徒本人の

生 生年月日
健康保険証の写し貼付欄

徒

本
人

※保険者番号及び被保険者等記号・番号が

職業・学校名・学年等
読み取れないように黒塗りしてください。

15 氏名

る歳
子以
ど上 15歳以上 23歳未満の扶養している子ども

も 23
1 ^ 扇9← 生年月日

（中学生を除く）の

人中末 健康保険証の写し貼付欄
目 } 子満

生の
を扶
除養 職業・学校名・学年等

※保険者番号及び被保険者等記号・番号が

、く- し
読み取れないように黒塗りしてください。

て
し‘

15 氏名

る歳
子以
ど上 15歳以上 23歳未満の扶養している子ども

も 23
2 へ 歳 生年月日

（中学生を除く）の

人中未 健康保険証の写し貼付欄

目 心子満
生の
を扶
除養 職業・学校名・学年等

※保険者番号及び被保険者等記号・番号が

、く- し
読み取れないように黒塗りしてください。

て
し‘

22 
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舅4号様式 （貫5号樺式貫6号様式）雌 1（学費楕助用） 襦助金交付観算出表｛申請・変更・奥絹 1 （新制度用1 | 
9:.. 9.....と9

胃得区分 II皇芦晨11111書尊）
所得区分D（住艮畏所得捌壽鳳覆也

帯）

交ti 人 褐助會

翼出

月1 敷 皐 I

① 

゜人

＇ 
12 、

60,000 

11 
55,OOO 

IO 
5O.OOO 

il 
45,000 

I 
8 

40,000 

l 
36,000 

6 
30,000 

5 
2!,000 

4 
20,000 

3 
11,000 

2 
10,000 

I 
6,(J(1(1 

合ti

（入攀會樋懺分）

榛は金算出鳳I
(iJ 

210,000 

100,000 

貪 II

襦肋會 人 叩謹 犠 會

交付II 算出 交付置

①xO 徴 皐衝 RxR 
⇒3l @ ⑤ ＝⑤ 

＇： ヽ ' 
60,000 

5~000 

ii0,ooo 

45,000 

杓，°°°

35,ooo 

加，°°°

25,ooo 

”,OOO 

15,000 

10，暉

5.ooo 

這 1 如紐暉
a,) I i,)x(b) 

胃欝区分皿1算出基畏額基準額以下） 所得区分＂（算出基準璽基準額以下1

人 褐肋會 楕肋壼 人 禎馳會 禎會

算出 交付翡 算 11! 交付懇

菫 皐量 RxR 敷 皐量 RxR 
⑦ R =R R R ＝⑫ 

" ん ， 

｀ 
人 ， 

10,000 I 337,X 

55,000 額，100

5O.OOO 211,OOII 

竹，OOO m,9011 

40，000 224,BOII 

35,00ll "6,X日

30,000 lBB,BOII 

25,OOO Iの，50II

20，OOO 112,知

1!,000 践叩0

10,000 56,ml】

5,000 98,IOil 

| 

l!i得区分V［多子t11111以外l（●出基畢 屈笞区分V［多子批笞]f貫出よほ函所得区分＂ ［多子世-ir,Ji胃出迅学疵
顧基準甑以下） 碁革項以下： 甚準顛以下）

人 褐肋壷 禰け壼 人 莉助企 補助企 人 ii助金 補助企

算 ill 交付、 買 出 交吋も 項 出 交付話

敷 鳳 II Rx⑭ 数 単 ，ii， •お 9 ざ・ 数 阜 Ill iゎg,

＄ ⑭ =R oo ⑫ =3, l1， ⑳ =g, 
ヽ ， , 9i ’’ ド

74,400 33J,200 33),200 

6BぶXl 309,IOO 309,100 

62.000 281.OOO 281 000 

55．籾 25l,900 252900 

蒻，600 224,8OO 224,800 

43,400 196,100 196700 

37,ZOO 168,600 168,600 

31,ooo l岨500 140500 

14.IIOO 112．姻 112400 

1B,OOO 訓，300 84,300 

12,400 5".100 56200 

6月Xl 28,100 28, 10[l 

学校コード：

学校名：

所行区分苅［多子ti!名］（育出迅半笹

人

数

祁
A. 

基辛Ill以下）

栢助金

盲 比

単 •11'

ti’ ,; 

)4400 

68,100 

8 2 ・O O O 

泣800

,19,600 

43,400 

31200 

3 l ・0 0 [l 

24.800 

18.600 

11,100 

6.2 00 

罹い金

交付従

@x@ 

＝迅；

" 

単価置複者歎

実捕肋人蘊

舎 計

補肋壼
人 徽

交付塁

① ③哨只咽

喝吋唱吋ド 砂
;.. F' 

| 

擾纂料輯撮分と入雰金紐盪分0)會It顧＇



第4号様式（第5畢駐し •第6号様式） 別巌2（翠費植崩用） 学員軽減者→覧表（特青・変更・実籟）

如ード ロ 学校名 9 9 授如 Eコ 納付月畏 亡コ 人旺 Eごごコ 諏 l | 
躙ヽ 保簑計納付額 （年） 授菜料禎●●

入辻勘学金ヽ5 埒 支
』 •及び • 店加 返還韻

：： 生貸I) 学 ＇ 区分v 区分V に分n 鴎 w 訟加 噴惹 （変更申

'科 年 スラ
生瞑氏名 生紅仔na

保曽呑II ●柄 氏名 生保生護月苓日 ： ： ｛I見珪名） 滋税培 生指活保a護 ・定玉●
●●名I【) 餃● 氏名

伝●名
晶乱税崖

土荏•名 ●定●● 9E基亨誓
投姿料 ・.笥,.付盪： 入牛金

多十世9 区分 I 区分n 区心田 区｝） W
多 1!:柑以外 ，，， 世• 多十世書 多子せ• 区分 I/

算分 凌 惰又は 債巧． 生牛 月日 ●誤8 ． 合テ チェッ 9 区分田～v 歴 翠 根告

'→ rd 
；,, i金● ； ●● ； 金籟 i 金讀 ; .. i＂ i金●

； 位讀 ； 金●
II 4-6 9-3 

み ●) 
月 月

＂ ’’ 
0 19 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
が 12

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 1 ; 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 19 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
り

゜
り

゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 1 2 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 19 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

24 

0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0; 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0; 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 19 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
o: 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ o : ＇ ゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 : 

゜ ゜ ゜
0 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 : 

゜ ゜ ゜ 授料袴 合計ぬ

合 計

―゚ 0 - 0 - 0 - 〇ー： 0 - o-

゜゜
ol 

゜゜ ゜



第4号霰［ （第5号霰C,覧6号試） 膊ヽ 2(＇9轡劇鯛直開 ） 学費軽減者一登表（串請・変更・実籟）

寂 - ド r-l 碑 9 9 1印が呻 Eコ一こコ 虚 Eコ 回 1暮"| 
滋 肴 依 摺酵即I粕 ） 校勢囁助貨］

人血学金麺 追加 譴復： ： 月紐 び 狐 砒午x品却且

登養刃号 缶 II
竿 ＇ 

因 I 殴 I 鴎口 四 IV 多了骨臨帯〕V外 多四了仕v帯 多臨了仕勺帯 多渤了仕＼＇警
分 ... （変史申

丑黛
年 スラ 缶 名

匹 n 霰柏 氏名
環 者 生霞 m • 匹 ID 餃栴 氏名 咀• t Ia: ：• 諏•, 国...・d， 9 , :9 ＇ ， ...箪応・授雙 料 Fi ': i '： '' 99●心 出感全磁遥仕彙 9●給間F: ' ： i ' ： ' 入学企

多祖•
認III / ｝醗 V

ほ翌且”は 信考
店月 H 繹• ． 婢月 H ・も1l 9ェック

←ャ月9一千月3 ー... ― 計
謹 涵 告

" ； ; 数月 金初 月数F 金節 月羨F,金約 月羨r:, 金粕 .月数 金粕 月致 全粒 ．月数m 金狛 数月m 金穀 み） 峙I

m rコ 0 『コ
＂ 

i i 

゜
12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
l o i ： 12i ： 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
i ， o i ： 12i ： 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
i ゜

12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
i ゜

12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
（l 

゜ ゜
i ， 

゜
12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
i o i ： 12i ： 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
； i o i ： 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜： ： 

： 0 9 12; ： 
゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

i ゜
12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
！ o i ： 12i ： 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

25 

！ o i ： 12i ： 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
i o i ： 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
（l 

゜ ゜： ： 

： 〇’： 12; ： 
゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

i o i ： 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
（l 

゜ ゜
i o i ： 1'1 ： 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
i o i ： 12! {l 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
！ o i ： 12! 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜： ： 
〇’： 12’ 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
o i ： 12i ： 

゜ ゜
(l 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
o i ： 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
！ o i ： 12! 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
i ， o i 12! 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
0 

゜ ゜： ： 
i ！ 

：゚ 
12 ． 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
l o i ： 12： : 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
（l 

゜ ゜
i o i ： 12 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ k到甜馳 沌十翁

合 計 0 - o- o- o- o- o- ―゚ ゜゜
：゚ ： 

゜゜
[l 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜゜
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第4号様式（第5号様式•第6号様式）別紙1 （学費補助用） 補助金交付額算出衷：申請・変更•実績） 【旧制度用】
学校コード

学校名
（拇薯料酔減分）

所得区分 1（生活保護世帯専）
所得区分11（住民税所得割非課躙辻 所得区奴I（住民税所得割基準額以 所得区分双住民税所得割監準額以 所 得 区 分 V（住民税所得割監準額以

合計
帯）

:J 
人 補助金 補助金 人 補助金 補助金

算出 交付額 算出 交付額

数 単価 ① x② 数 単価 ④ x⑤ 

① ② ＝③ ④ ⑤ ＝⑥ 
人 円 円 人 円

12 呵

182,400 182,400 

1 1 
167,200 167,200 

10 
152,000 152,000 

， 
136,800 136,800 

8 
121,600 121,600 

7 
106,400 106,400 

ロ 91,200 91,200 

76,000 76,000 

4 
60,800 60,800 

3 
45,600 45,600 

2 
30,400 30,400 

1 
15,200 15,200 

1合 計 （） （） 

（入学金軽減分）

補助金算出単価 人数 補助金交付額

(a) (b) (a)X(b) 

円 人
.円. 

100,000 ．．．．．  ---------

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

合計

下） 下）

人 I 補助金 補助金 人 補助金

算出 交付額 算出

数
単⑧価

⑦ x⑧ 数 単 価

⑦ ＝⑨ ⑩ ⑪ 
人I

121,800円 : 

人

121,2001 
I 

m.,~ 111,100 

101,500 101,0001 

91,350 90,9001 

81,200 80,800 

71,050: 70,700 

60,900: 60,600 

50.9"' 50,500 

40,600 40,4001 

30,450 30,300 

20,300: 20,200 

10,150: 10,100 

（） （） 

補助金 人

交付額

⑩ x⑪ 数

＝⑫ ⑬ 
人

（） 

下）

補助金

算出

単 価

⑭ 

74,400 

68,200 

62,000 

55,800 

49,600 

43,400 

37,200 

31,000 

24,800 

18,600 

12,400 

6,200 

I 

補助金

交付額
人数

⑬ x⑭ ①＋④＋⑦ 

＝⑮ 鳴＋⑬

| （） 

単価菫複穫i
実補助展i

人＇

補助金

交付額

③-t@＋⑨ 

十＋⑮

授業匹減分と入学金軽減分の合計額I I 



第4号様式（第5号様式•第6号様式） 別紙2(学費福肋用） 学費軽減者一覧表（申請・変更・実績）

学校 コー ト

保 匹等 和社卜の 投 苧 就 学文
追加 返 還額

年学 スクぅ ゴ扶茶親 族
月和冗び額

援笥金分加杢 痙
学料 生徒 等 卑

（ 住県m 名 ） 

中町村
這府県民税 住 Hi: 巾 凡―m 道:)(`r県 紐

住 民 区 区分 I I><-．分 II I><:分 Ill |大分[V 1><:分V 人学金
申 類加 （変更申

備ぢ香 、；~ 絣 氏名
所 得税杏顆 所得割頷 続 柄 氏名

（ほ名） 所得税名顆 所得害頷 所合得計割令 額額
基噴税額

数月 金 額 数月 1 金 額 数月 金 額 数月 金頷 数月 金額
4-6 7-3 

（安亨 市芦 時又 I芸

月月
時 の エ ） 膝報告 吟

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜I 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜l 

゜
31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

31,50 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
一

授業；；；；；助合 酎額

合 酎 o-1 I o - 0 - u-

゜ ゜ ゜ ゜ ゜

学校名 課 程： O全日湘」通信 制・環甚学校 高噂紐 分野
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第4号様式（第5号様式•第6号様式） 別紙（緊急支援補助用） 学費軽減者一覧表（申請・変更申請・実績報告）

学校整理番号
保護者等

日授劾業乃料T匹9 、

学 ク 生往
家 本年中 授業料納付額 私立高等学校等 私立中学校及び私立小特交

整理番号 学科 年 ラ 住所 族 備考氏名 続柄 氏名 （県名） 人 前年中 （年額） 艮計急変I ：計急変II 就学支援金受給額 澄急変I 家計急変II ヒ計急変Illス 所得金額数 所得金額 合計金額 月 月 家計急変十 月 月 月

数 金額 数 金額 4-6月 7-3月 計（年額） 就学支援金 数 金額 数 金額 数 金額

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 ------------------------------------------------------
゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 
- -·一• ---．-------・ -----・ -----・ ---・ --------・ -----・ 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

l 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜2 

人数合計゚ 合計金額
合 計

0- 0 - 0- 0- 0 0 

学校名 校種 課程

2
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第4号様式（第5号様式•第6号様式） 別紙（緊急支援補助用） 学費軽減者覧表（申請•変更哺青・実績報告

学 校 整 理 111} 学校名： 校 種 課程
~ 

L＝軍去竿

： 所得却
郁回譴乞区分

整理番 学 ク 生徒
家 本年中 授業料納イ如 私立中宅辺女び私出ヽ学校

号
学科 年 ラ 氏名 続柄 氏名

住所 族 ・・・・ （年額） 備考
ス （県名

数人 所得金額 i i！ 合計領頁
資痒額 宝 叶 素衷 → 魚 細 計榮、変＂

月
金額 ；l 金額

月
金額

： 数 数

I ： ： 

゜ ゜ ゜ ゜2 
， 

1 i ,.... ・・・・

゜ ゜ ゜ ゜2 

＇ I i 

゜ ゜ ゜ ゜2 ！ 

1 i 

゜ ゜ ゜ ゜2 ！ 

I ： ， 
--------------------―ー！

゜ ゜ ゜ ゜2 i 

I i 

゜ ゜ ゜ ゜2 
， 

I i 
•---- ・・・・

゜ ゜ ゜ ゜2 ： ！ 

I 

゜ ゜ ゜ ゜2 

I 

゜ ゜ ゜ ゜2 

I 

゜ ゜ ゜ ゜2 

29 

1 

゜ ゜ ゜ ゜2 

I 

゜ ゜ ゜ ゜2 

1 

゜ ゜ ゜ ゜2 

I 

゜ ゜ ゜ ゜2 

1 ,.... ・・・・ i ＇ ゜ ゜ ゜ ゜2 ： 
1 ， 

゜ ゜ ゜ ゜2 i 

I ！ 

゜ ゜ ゜ ゜2 ： ！ 
1 ： ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・， ; ： 

゜ ゜ ゜ ゜
----------

： 2 

I ！ 

i ゜ ゜ ゜ ゜2 

1 ！ 

゜ ゜ ゜ ゜2 ， 
1 

， 
---------:..------ ----------! 

゜ ゜ ゜ ゜2 i 

1 ！ 

゜ ゜ ゜ ゜2 ！ 
I ----- ・・・・ ｛ ゜ ゜ ゜ ゜2 ： 
1 

！ ゜ ゜ ゜ ゜2 

合 計
0 人数合al0 合計金額

0- 0-




